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自
立
セ
ン
タ
ー
福
祉
公
開
講
座

ビ

ー

ズ

ア

ク

セ

サ

リ

ー

日
時
　
８
月
15
日
（
水
）　
午

後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

会
場
　
自
立
セ
ン
タ
ー

講
師
　
明
田
川
冬
子
氏

費
用
無
料

申
し
込
み
　
平
日
の
午
前
８
時

30
分
～
午
後
５
時
15
分
に

電
話
☎
32
・
１
６
３
１
で
自

立
セ
ン
タ
ー
へ

※
連
続
参
加
不
可

※
留
守
番
電
話
へ
の
申
し
込
み

不
可

問
い
合
わ
せ
　
同
セ
ン
タ
ー
、

市
障
が
い
者
福
祉
課

障
害
者
施
設
等
作
品
展
示
会
の 

出
展
希
望
施
設
お
よ
び
団
体
を
募
集
し
ま
す

　
12
月
３
日（
月
）～
７
日（
金
）

の
障
害
者
週
間
に
市
役
所
１
階

ロ
ビ
ー
で
「
障
害
者
施
設
等
作

品
展
示
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

　
出
展
を
希
望
す
る
施
設
お
よ

び
団
体
を
募
集
し
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

応�

募
で
き
る
団
体
　
市
内
の
障

害
者
施
設
、
障
害
者
団
体

内�

容
　
応
募
し
た
施
設
や
団
体

に
所
属
す
る
障
害
者
の
作

品
の
展
示
会

そ�

の
他
　
応
募
し
た
施
設
お
よ

び
団
体
か
ら
実
行
委
員
会

を
立
ち
上
げ
、
展
示
会
の
内

容
、
運
営
等
に
つ
い
て
協
議

し
ま
す
。

主�

催
　
市
障
害
者
地
域
自
立
支

援
協
議
会

申�

し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　
８

月
17
日
ま
で
に
電
話
ま
た

は
直
接
障
が
い
者
福
祉
課

相
談
支
援
係（
市
役
所
１
階
）

へ

第
８
回
青
梅
市
障
が
い
者 

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
交
流
祭

　
市
障
が
い
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
を
利
用
し
て
い
る
方
、
地

域
の
方
、
関
係
の
あ
る
方
等
に

対
し
、
日
頃
の
取
り
組
み
に
対

す
る
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
た

い
、
そ
ん
な
思
い
で
交
流
祭
を

開
催
し
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
ご
来
場
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

日�

時
　
９
月
２
日
（
日
）　
午

前
10
時
～
午
後
２
時

会�

場
　
同
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

（
大
門
２
―
261
―
１
）

※�

小
雨
決
行
。
荒
天
に
よ
る
中

止
の
場
合
、
延
期
は
し
ま
せ

ん
。

内�

容
　
各
種
模
擬
店
、
舞
台
発

表
な
ど

入
場
無
料

そ�

の
他
　
当
日
は
、
同
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
駐
車
場
が
会

場
と
な
る
た
め
、
駐
車
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
大
門
市
民
セ

ン
タ
ー
駐
車
場
（
体
育
館
西

側
の
一
部
40
台
分
）
と
Ｊ
Ａ

西
東
京
駐
車
場
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

共�

催
　
市
障
が
い
者
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
交
流
祭
運
営
委

員
会

協�

力
　
市
民
生
児
童
委
員
合
同

協
議
会
、
霞
台
地
区
自
治
会

連
合
会

直
接
会
場
へ

問�

い
合
わ
せ
　
同
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
☎
30
・
０
１
５
２
、

30
・
０
１
５
３

FAX

発

達

障

害
に
関

す
る
大

人
の
相

談

会�

場
　
市
障
が
い
者
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー

対�

象
　
発
達
障
害
の
疑
い
が
あ

る
ま
た
は
発
達
に
偏
り
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
成
人
期

の
方
と
そ
の
家
族

内�

容
　
生
活
、
就
労
等
に
関
す

る
相
談

相�

談
員
　
臨
床
心
理
士
　
東
原

千
春
氏

費
用
無
料

申�

し
込
み
　
電
話
☎
30
・
０
１�

５
２
で
同
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
へ

※�

第
３
月
曜
日
、
年
末
年
始
を

除
く

問�

い
合
わ
せ
　
同
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
、
市
障
が
い
者
福
祉

課

障
害
等
の
あ
る
方
へ

手
当
・
マ
ル
障
の
所
得
の
見
直
し
時
期
で
す

　
過
去
に
所
得
制
限
を
超
え
て

い
た
た
め
、
心
身
障
害
者
福
祉

手
当
・
難
病
福
祉
手
当
・
心
身

障
害
者
（
児
）
医
療
費
助
成
（
マ

ル
障
）を
受
け
て
い
な
い
方
で
、

所
得
が
下
が
っ
た
な
ど
、
新
た

に
受
給
資
格
に
該
当
す
る
と
思

わ
れ
る
方
は
、
申
請
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
現
在

受
給
中
の
方
は
、
手
続
き
は
不

要
で
す
。

　
対
象
者
等
の
内
容
は
、
表
１

の
と
お
り
で
す
。

◆�

心
身
障
害
者
（
児
）
医
療
費

助
成
負
担
上
限
額
の
変
更

　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関

す
る
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
平

成
30
年
８
月
１
日
か
ら
心
身
障

害
者
医
療
費
助
成
制
度
（
マ
ル

障
）
の
市
民
税
課
税
者
の
方
の

負
担
の
上
限
額
が
表
２
の
と
お

り
変
わ
り
ま
す
。

◆�

心
身
障
害
者
（
児
）
医
療

費
助
成
対
象
者
の
拡
大

　
表
１
の
対
象
者
が
拡
大
と
な

り
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
１
級
を
お
持
ち
の
方
は
、
31

年
１
月
１
日
か
ら
心
身
障
害
者

（
児
）
医
療
費
助
成
対
象
と
な

り
ま
す
。

　
30
年
11
月
１
日
か
ら
事
前
受

区分 心身障害者福祉手当 難病福祉手当 心身障害者（児）医療費助成

対象

身体障害者手帳１～４級
愛の手帳１～４度
脳性まひ・進行性筋萎縮症

難病医療費助成の対象疾病にり患し、
原則として「特定医療費受給者証」ま
たは「マル都医療券」をお持ちの方

身体障害者手帳１・２級
（内部障害は３級を含む）
愛の手帳１・２度

※�６５歳以上で初めて上記に該当した方と所得制限限度額（下表）を超える所得のある方等は対象に
なりません。

所得制限限度額

所得の見直し月 ３０年８月以降は、２９年中の所得により判定します。
３０年９月以降は、２９年中の所得
により判定します。

現在受給中の方
（手続き不要）

３０年４月～７月分は、８月２０日に振り込みます。
３０年９月１日から使用する受給者
証は、８月下旬に送付します。

扶養親族等の数 所得制限限度額
０人 ３,６０４,０００円
１人 ３,９８４,０００円
２人 ４,３６４,０００円

３人目以降 １人につき３８０,０００円を加算

付
の
開
始
を
予
定
し
て
い
ま
す

が
、
手
続
き
に
つ
い
て
は
別
途

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ま
た
、
制

度
改
正
時
の
経
過
措
置
と
し

て
、
次
の
①
②
の
両
方
を
満
た

す
方
は
、
30
年
11
月
１
日
～
31

年
６
月
30
日
ま
で
は
、
申
請
を

受
け
付
け
ま
す
。

①�

平
成
31
年
１
月
１
日
時
点
で

65
歳
以
上
の
方
ま
た
は
64

歳
の
方
で
31
年
６
月
30
日

ま
で
に
65
歳
に
な
る
方

※�扶養親族の年齢等により左の限度
額に加算できる金額、該当すれば
所得から控除できる金額があり
ます。

　
腎
臓
病
や
尿
路
、
膀ぼ

う
こ
う胱
な

ど
の
病
気
に
つ
い
て
、
診
断

の
た
め
に
行
う
基
本
的
な
検

査
が
尿
検
査
で
す
。
簡
易
的

な
尿
検
査
で
は
、
尿
比
重
、

尿
蛋た

ん
ぱ
く白
、
尿
糖
、
尿
潜
血
反

応
な
ど
を
尿
試
験
紙
法
で
検

査
を
行
い
、
詳
し
く
は
、
尿

蛋
白
定
量
や
、
尿
沈
渣
を
顕

微
鏡
で
観
察
し
て
、
赤
血
球

数
、
白
血
球
数
、
円
柱
な
ど

を
検
査
す
る
方
法
が
あ
り
ま

す
。

　
尿
蛋
白
は
健
康
な
人
で
も

尿
中
に
わ
ず
か
に
出
て
い
ま

青
梅
市
医
師
会
健
康
コ
ラ
ム
43

尿

検

査

で

何

が

分

か

る

の
？

市
立
総
合
病
院
腎
臓
内
科
部
長
　
木
本
成
昭

す
が
、
一
定
量
以
上
が
持
続

的
に
出
て
い
る
場
合
を
蛋
白

尿
と
呼
ん
で
、
腎
臓
の
病
気

が
隠
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
蛋
白
尿

は
病
気
で
な
く
て
も
生
じ
る

こ
と
が
あ
り
、
運
動
の
後
や

発
熱
時
な
ど
に
、
一
過
性
に

陽
性
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
体
が
少
し
脱
水

傾
向
で
、
尿
が
少
し
し
か
出

な
か
っ
た
場
合
、
尿
比
重
が

上
昇
し
て
、濃
縮
尿
と
な
り
、

試
験
紙
法
で
は
、
尿
蛋
白
陽

性
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
尿
試
験
紙
法
で
尿

潜
血
反
応
が
陽
性
で
あ
っ
て

も
、
顕
微
鏡
で
見
て
尿
に
血

液
が
混
じ
っ
て
い
る
か
検
査

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
顕

微
鏡
的
血
尿
を
生
じ
て
い
る

場
合
に
は
、
腎
臓
疾
患
以
外

に
、
尿
路
や
膀
胱
な
ど
の
泌

尿
器
科
的
疾
患
も
調
べ
て
い

く
こ
と
が
必
要
に
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

　
尿
検
査
で
蛋
白
尿
や
血
尿

等
の
異
常
を
指
摘
さ
れ
た

ら
、
か
か
り
つ
け
医
に
相
談

し
ま
し
ょ
う
。

問�

い
合
わ
せ
　
健
康
セ
ン

タ
ー
☎
23
・
２
１
９
１

青
梅
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

労
働
者
派
遣
事
業
を
開
始
し
ま
し
た

　（
公
社
）
青
梅
市
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
で
は
、
今
年
度

か
ら
派
遣
事
業
所
と
し
て
、
労

働
者
派
遣
事
業
を
開
始
し
ま
し

た
。

　
今
ま
で
ご
利
用
い
た
だ
い
て

い
る「
障
子
の
張
り
替
え
」、「
植

木
の
手
入
れ
」、「
除
草
・
清
掃
」

な
ど
の
ほ
か
、
仕
事
の
内
容
に

よ
り
シ
ル
バ
ー
会
員
を
労
働
者

と
し
て
派
遣
い
た
し
ま
す
。

　
ち
ょ
っ
と
手
が
欲
し
い
と

き
、
小
さ
な
こ
と
で
も
お
手
伝

い
し
ま
す
。
私
た
ち
の
元
気
を

お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

※�
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で

働
く
会
員
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

問�

い
合
わ
せ
　
同
事
務
局
☎

24
・
８
１
７
１

②�

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１
級
を
お
持
ち
の
方

※�

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

交
付
日
が
30
年
12
月
31
日

以
前
で
、
か
つ
31
年
１
月

１
日
以
降
の
有
効
期
限
が

残
っ
て
い
る
も
の
に
限
り

ま
す
。

◆
い
ず
れ
も

　
申
請
に
必
要
な
要
件
や
所
得

制
限
の
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申�

請
・
問
い
合
わ
せ
　
障
が
い

者
福
祉
課
庶
務
係
（
市
役
所

１
階
）

マル障一部負担金 １か月あたりの自己負担上限額

住民税課税者
通院（外来） １割

１４,０００円／月
年間上限１４４,０００円／年※１

入院 １割
５７,６００円／月

多数回４４,４００円／月※２
※１　�計算期間（毎年８月１日～翌年７月３１日）において、月の外来療養に係るマル障自己負担額
の合計が１４４,０００円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として助成します。ただし、加入し
ている健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。

※２　�過去１２か月以内に３回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり上限
額が４４,４００円に下がります。

表１　心身障害者福祉手当、難病福祉手当、心身障害者（児）医療費助成対象者一覧

表２　平成３０年８月１日からのマル障一部負担金

特別支援教育講演会

発達障害がある 
子どもへの支援

　市教育委員会では、特別支援教育

についての理解を深めるための講演

会を行います。

　学校や家庭生活において、さまざ

まな困難さを持つ子どもへの効果的

な支援について考えてみませんか。

　皆さんのご来場をお待ちしていま

す。

日�時　８月２７日（月）　午後２時

～４時

会�場　福祉センター集会室

講�師　明星大学教授　島田博祐氏

定�員　先着１００人（予約制）

費用無料

申�し込み　１７日ま

でに電話で学務課

教育支援係へ


